
【別紙】
特定子ども・子育て支援施設

1 学校法人　藤田学院
施設名：認定こども園
　　　　　 鳥取短期大学附属こども園
所在地：倉吉市福庭８５４

該当なし 該当なし
・預かり保育事業
　(在園児を対象)

満たしている

2 学校法人　淳心学院
施設名：認定こども園聖テレジアこども園
所在地：倉吉市福吉町１３７６－６

該当なし 該当なし

・預かり保育事業
　(在園児を対象)
・一時預かり事業
　(在園児以外を対象)

満たしている

3 学校法人　倉吉幼稚園
施設名：認定こども園倉吉幼稚園
所在地：倉吉市仲ノ町７４２番地１

該当なし 該当なし
・預かり保育事業
　(在園児を対象)

満たしている

4 社会福祉法人　倉吉愛児園
施設名：認定こども園倉吉愛児園
所在地：倉吉市東町３４２番地

該当なし 該当なし

・預かり保育事業
　(在園児を対象)
・一時預かり事業
　(在園児以外を対象)

満たしている

5 社会福祉法人　倉吉東福祉会
施設名：倉吉東こども園
所在地：倉吉市上井７８１－１

該当なし 該当なし

・預かり保育事業
　(在園児を対象)
・一時預かり事業
　(在園児以外を対象)

満たしている

6 社会福祉法人　うわなだ福祉会
施設名：幼保連携型認定こども園　どんぐりこども園
所在地：倉吉市上灘町４１－１

該当なし 該当なし
・認定こども園(幼保連携型)
・預かり保育事業
　(在園児を対象)

満たしている11時間/日296日/年

7 社会福祉法人　慈光会
施設名：上北条保育園
所在地：倉吉市新田３６０－１

該当なし 該当なし
・一時預かり事業
　(在園児以外を対象)

該当なし

8 社会福祉法人　あゆみ会
施設名：あゆみ保育園
所在地：倉吉市海田西町２丁目２５１番地

該当なし 該当なし
・一時預かり事業
　(在園児以外を対象)

該当なし

9 社会福祉法人　敬仁会
施設名：保育所ババール園
所在地：倉吉市山根４２５－３

該当なし 該当なし
・一時預かり事業
　(在園児以外を対象)

該当なし

10 社会福祉法人　ひまわり福祉会
施設名：ひまわり保育園
所在地：倉吉市みどり町３１８０－１

該当なし 該当なし
・一時預かり事業
　(在園児以外を対象)

該当なし

11 社会福祉法人　みのり福祉会
施設名：向山保育園
所在地：倉吉市和田東町向山９１７

該当なし 該当なし
・一時預かり事業
　(在園児以外を対象)

該当なし

12 社会福祉法人　みのり福祉会
施設名：みのり保育園
所在地：倉吉市西福守町５９４

該当なし 該当なし
・一時預かり事業
　(在園児以外を対象)

該当なし

13 社会福祉法人　みのり福祉会
施設名：西倉吉保育園
所在地：倉吉市西倉吉町２番地２３

該当なし 該当なし
・一時預かり事業
　(在園児以外を対象)

該当なし

14 日本基督教団倉吉教会
施設名：めぐみ保育園
所在地：倉吉市仲ノ町７４２番地２

該当なし 該当なし
・一時預かり事業
　(在園児以外を対象)

該当なし

15 倉吉市
施設名：高城保育園
所在地：倉吉市上福田１１０４

該当なし 該当なし
・一時預かり事業
　(在園児以外を対象)

該当なし

16 倉吉市
施設名：小鴨保育園
所在地：倉吉市中河原５５１－１

該当なし 該当なし
・一時預かり事業
　(在園児以外を対象)

該当なし

17 倉吉市
施設名：関金保育園
所在地：倉吉市関金町関金宿２８３０－２

該当なし 該当なし
・一時預かり事業
　(在園児以外を対象)

該当なし

18 自然がっこう旅をする木
施設名：自然がっこう旅をする木
所在地：倉吉市関金町福原２２６－２

該当なし 該当なし ・認可外保育施設 該当なし

19 有限会社　ミネ・マネジメント・システム
施設名：キンダガーデン
所在地：倉吉市広栄町９７１－２

該当なし 該当なし ・認可外保育施設 該当なし

20 鳥取県立病院事業管理者
施設名：キッズルームすずかけ
所在地：倉吉市東昭和町１５０番地
　　　　　 鳥取県立厚生病院２階

該当なし 該当なし ・認可外保育施設 該当なし

21 倉吉市
施設名：倉吉市ファミリーサポートセンター
所在地：倉吉市上灘町９－１

該当なし 該当なし
・子育て援助活動支援事業
　(ファミリー・サポート・セン
ター事業)

該当なし

特定子ども・子育て支援
提供者の名称

特定子ども・子育て支援を提供する施設
又は事業所の名称及び所在地

確認をし、若しくは確認を取り消した場
合又は確認の辞退があった場合に
あっては、その年月日

確認の全部又は一部の効力を停止し
た場合にあっては、その内容及びその
期間

子ども・子育て支援施設等の
種類

特定子ども・子育て支援施設等である法第
七条第十項第五号に掲げる事業にあって
は、第二十八条の十八第三項を満たしてい
るか否かの別
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設


